
　地域包括支援センターは、高齢者の皆さ

んが、住み慣れた地域で安心して暮らして

いけるように、介護・福祉・保健・医療な

どさまざまな面から高齢者やそのご家族を

支えています。

　福智町では、行政より委託を受けて福智

町社会福祉協議会が、地域包括支援センター

を運営しています。

　地域包括支援センターには、主任介護支

援専門員や社会福祉士、保健師など、介護・

医療・保健・福祉それぞれの専門知識を持っ

た職員が在籍しており、介護や介護の予防

など「保健福祉サービス」に関する相談を

はじめ、日常生活での困りごとについても

相談を受け付けています。まさに「高齢者

のためのなんでも相談窓口」として機能し

ています。
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①高齢者の介護や暮らしに関する相談に応じてもら

えるところ

②ケアマネジャーや社会福祉士などの専門家がそれ

ぞれの知識を活かして問題への対処法をアドバイ

スしてくれるところ

③高齢者本人だけでなく家族からの相談にも応じて

もらえるところ

④公的な機関なので相談料は無料、安心して利用で

きるところ

いろいろな心配ごとを家族内で抱え込むことなく、

早めに地域包括支援センターにご相談ください。

地域包括支援センター

ってこんなところ



こんなことで困ったら…こんなことで困ったら…
地域包括支援センターに相談してください！

介護のこと

家族のこと

健康のこと お金や

財産管理のこと

物忘れのこと 近所の

高齢者のこと

介護保険を利用したいので
すが、どうすればよいです
か？

要支援１・２と認定された
のですが、その後はどうす
ればよいですか？

母の介護をしていますが、
ストレスがたまってしま
い、つい声を荒げてしまい
ます。

ひとり暮らしの父が心配な
んですが、遠方に住んでい
るのでなかなか様子を見に
行けません。

最近顔を見かけなくなった
高齢者がいます。ひとり暮
らしで心配です。

近所の高齢者が虐待されて
いるようです。どうしたら
よいですか？

最近物忘れがひどく、いろ
いろなことを忘れるように
なってきました。

ときどき母の様子を見に来
ているのですが、鍋を焦が
したり、冷蔵庫に賞味期限
切れのものが多くなってき
ました。

最近足腰が弱くなり、寝た
きりになるんじゃないかと
不安です。

ひとり暮らしで、持病もあ
るので急に動けなくなった
ら…と不安です。

物忘れがひどくなって、お
金の管理に自信がなくなっ
てきました。

振り込め詐欺の被害にあっ
たかもしれない…

この他にも高齢者の相談や悩みを受け付けています。
気軽にご相談ください。

福智町地域包括支援センター

TEL: 0947-22-9502
FAX: 0947-22-9503

Mail: houkatsu@wel-fukuchi.net

地域包括支援センターにご相談く

ださい。 介護保険制度のサービス

の説明や要介護認定の申請につ

いてご案内します。

地域包括支援センターにご連絡く

ださい。 介護保険のサービスを利

用するための計画をつくるプラン

ナー （ケアマネジャー） を決めます。

介護する人の負担やストレスを軽

減するためのサービスを紹介した

り、 介護者の会を紹介したりしま

す。

訪問して様子を見たり、 介護サー

ビスが必要な状況であれば、 家

族の方と相談しながら支援を進め

ますのでご相談ください。

ご本人の心身状況を確認しなが

ら、 介護 ・認知症予防の教室等

を紹介します。 また検査ができる

医療機関等の紹介もできます。

訪問して状況を把握しながら、 必

要であれば医療機関の受診や介

護サービスの利用を家族の方と検

討しながら進めます。

自宅を訪問して様子を確認します。

サービスが必要な状況であれば、

関係機関と連携を取りながら解決

に努めます。

役場や関係機関と連携を取りなが

ら対応します。 早期の発見、 第三

者が介入することで深刻化を防ぐ

ことができます。

ご本人の意向や身体状況を確認し

ながら、 介護予防の取り組みを紹

介します。

緊急通報システムや救急医療情報

キットなどの紹介をします。 また地

域での交流の場に参加することで

孤立を防ぐこともできます。

日常生活自立支援事業の紹介や、

将来判断能力が衰えた場合に備

えて 「成年後見制度」 で後見人を

選んでおくこともできます。

早めにご相談ください。 消費者セ

ンターや役場と協力しながら解決

を試みます。



　地域包括支援センターの役割のひとつに「権利擁護」があります。こ

れは、高齢者の方が安心して生活できるように、その方が持つさまざま

な権利を守ることです。

　例えば、判断能力の低下により金銭管理ができなくなったときに、金

銭的搾取や詐欺から身を守るための成年後見制度の活用をサポートした

り、虐待被害の対応、防止、早期発見をおこなったりと、高齢者の権利

を守る取り組みをしています。

高齢者を悪質商法から守ろう！ 高齢者に多い消費者トラブル

高齢者の権利をまもります

事例１　定期購入トラブル

気になっていた商品が「初回お試し価格」と、お得な金額で広告に掲載されていたので、購入注

文したところ、翌月に２回目の商品と共に高額な請求書が自宅に届き、このときに始めて定期購

入の契約だったことが分かった。解約しようと業者に連絡してもなかなかつながらない。

「お試し」「初回のみ」とうたった広告は、さまざまな条件が付けられていること

が多いです。

定期購入が契約条件となっていないかをよく確認しましょう。

注文内容の表示や規約をよく確認してから申し込みをしましょう。

事例２　訪問販売トラブル

ひとり暮らしの母は１年ほど前に認知症の診断を受けた。先日銀行から「母がＡТМから高額の

現金を引き出している」と連絡を受けた。母に聞くと「布団を買った」とのこと。家を調べてみると、

新しい布団やマット類がつぎつぎと出てきた。契約書も何枚も出てきた。

判断能力が不十分になると「次々販売」により被害が拡大し、支払金額も高額に

なることがあります。弱みにつけこむ悪質業者に狙われやすくなります。

日頃から家族やホームヘルパー、近隣などの周囲の人が高齢者本人の居室・居宅

の様子、言動や態度に変化や不審な点がないか気をつけることが大切です。

困ったときには

■福智町地域包括支援センター　☎ 0947-22-9502

■消費者ホットライン　☎ 188（イヤヤ！）

　お近くの消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。

■警察相談専用電話　☎ ＃9110

　電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。



　成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、

物事を判断する能力が不十分になった方の権利を守る援助者

（成年後見人など）を選ぶことで、本人を法律的に支援する

制度です。

　判断能力が衰える前に、事前に後見人を選んでおく「任意

後見制度」と、すでに判断能力が衰えている方のために、家

庭裁判所が適切な支援者を選ぶ「法定後見制度」があります。

　任意後見制度では、判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に申し立て、任意後見人を監督する

任意後見監督人が選任されます。法定後見制度では、家庭裁判所に申し立て、成年後見人・保佐人・補

助人が選任されます。家庭裁判所がどのような支援が必要かを考慮し、家族・弁護士・司法書士・社会

福祉士などから適任者を選任します。

成年後見制度 のご案内

判断能力が不十分になったとき、高齢者の財産や権利を守ろう！

くわしく知りたい方は

■福智町地域包括支援センター　☎ 0947-22-9502

■権利擁護センター・ぱあとなあ福岡（福岡県社会福祉士会）　☎ 092-483-2941

■公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート福岡支部（福岡県司法書士会）

　☎ 092-738-7050（月～金、13：00 ～ 15：00）相談専用電話

■高齢者・障害者総合支援センター「あいゆう」（福岡県弁護士会）　☎ 092-724-7709

悪質な訪問販売
にねらわれる

財産管理の
トラブル

医療や介護
サービスの手続き

年金の管理が
むずかしい

不動産の処分が
必要になった

任
意
後
見
制
度

法
定
後
見
制
度

これから先、 認知症などに

なったときの財産管理が不安

重要な法律行為をひとりで

でするのは不安

普段の買い物はできるが、

重要な法律行為はできない

普段の買い物も

ひとりではできない

判断能力は
いまは大丈夫

判断能力が
不十分

判断能力が
著しく不十分

判断能力が

全くない

補助人
申立時に選択した特定法律行為を代

わっておこないます。 選択した重要な法

律行為に同意したり、取り消したりします。

任意後見人
契約時に当事者間で合意した特定法律

行為を代わっておこないます。 法律行為

に同意したり、 取り消したりする支援は

ありません。

保佐人
申立時に選択した特定法律行為を代

わっておこないます。 重要な法律行為

に同意したり、 取り消したりします。

成年後見人
日常生活に関する行為を除く、 すべて

の法律行為を代わっておこなったり、 必

要に応じて取り消したりします。

※将来、 判断能力が不十分になったときに備え、 後見人

になってもらいたい人物と契約を結んでおく制度です。


